[bookmark: _Hlk105674103][bookmark: _Hlk105673293]　　別記様式１
	
入札参加資格確認申請書


                                                                　　　令和○年○月○日

　群馬県知事　山本　一太　様


                               　　　　　　　　　所在地
                               　　　　　　　　　商号又は名称
                              　　　　　　　 　　代表者　○○○○　印


　令和８年１月13日付けで公告がありました利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事に係る入札参加資格について、下記の書類を添えて申請します。
　なお、提出した書類の内容は事実と相違ないことを誓約します。


記

１　経営規模等評価結果通知書　総合評定値通知書の写し

２  同種の工事の施工実績(別記様式２)

３　監理技術者等の資格・工事経験(別記様式３)

４　２及び３を補足するための資料








	





別記様式４
	

入札参加資格確認申請書についての説明申込書


                                              　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日


　群馬県知事　山本　一太　　様



                       　　　　        　　　　　　　　　　所在地
                               　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
                            　　　　　　　　　　　   　　　代表者　○○○○　印


　令和８年１月13日付けで公告がありました利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事に係る入札参加資格の確認において入札参加資格がない旨の通知を受けましたが、入札参加資格がない理由について説明を求めたいので下記の書類を添えて申し込みます。
　なお、添付書類は事実と相違ないことを誓約します。

記

１　入札参加資格確認通知書の写し

２　入札参加資格があるとする理由及び証拠書類










	




別記様式５
	
入札参加資格再確認通知書

                                           　　　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日


　商号又は名称
　代表者　○○○○　様

　                                   　　　　　　　　　　群馬県知事　山本　一太

　令和○年○月○日付けで申し込みがあった利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事に係る入札参加資格について、下記のとおり確認したので通知します。

記

　令和○年○月○日付けで通知した入札参加資格確認を取り消し、当該工事に係る入札参加資格があると認めます。


　次の理由により、入札参加資格は認められません。

　理由















	


　※｢記｣以下については、いずれか一方を選択すること。

別記様式６
	
質問・回答書

                                              　　　　　　　　　　　　令和○年○月○日

　群馬県知事　山本　一太　　様

                       　　　　        　　　　　　　　所在地
                               　　　　　　　　　　　　商号又は名称
                            　　　　　　　　　　　　　代表者　○○○○　印

　令和８年１月13日付けで公告がありました利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事について、下記のとおり質問がありますので回答してください。

記

　質問事項（複数の質問事項がある場合は、適宜別紙を使用のこと。）




　回答（質問事項に応じて、適宜別紙を使用のこと。）
　　回答日　令和○年○月○日　担当者名　○○○○






	


   ※郵送するときは、配達証明又は内容証明により所定の期限内に到達すること。


別記様式７
	
工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知書

令和○年○月○日

群馬県知事　山本　一太　　様　


所在地
商号又は名称
代表者　○○○○    　　       

  下記のとおり、建設業法第20条の２第２項に基づき、発生するおそれがあると認める工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を通知します。

記

工事名：利根沼田振興局庁舎太陽光発電設備更新工事

· [bookmark: _Hlk184654393]主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
　　　　　　　　　　（建設業法施行規則第13条の14第２項第１号）
・発生するおそれのある事象(※)：（例）国際的な石炭価格上昇に伴うコンクリート価格の高騰
・上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等のURLを記載又はファイルを添付

· 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰
　　　　　　　　　　（建設業法施行規則第13条の14第２項第２号）
・発生するおそれのある事象(※)：（例）○○地震の復旧工事の本格化による交通誘導員の不足
・上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先：（例）報道等のURLを記載又はファイルを添付

その他連絡事項（空欄可）（自由記述：上記のほか工期等に影響を与えることが想定される情報等）

(※)　天災その他自然的又は人為的な事象により生じる発注者と受注者の双方の責めに帰することができないものを記載



注　１　本通知書については、建設業法施行規則第13条の14第１項並びに第２項に規定する事象が発生するおそれがあると認めるときに提出するものであり、当該事象の発生するおそれが認められない場合は、提出を求めるものではない。
　　２　本通知書を提出する場合は、落札決定（随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定）から契約締結までに提出するものとする。
　　３　「上記事象の状況の把握のため必要な情報の入手先」欄においては、受注予定者の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表又は公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料等に裏付けられた情報を用いること。（一の資材業者の口頭のみによる情報など、真偽を確認することが困難である情報は除かれることに留意すること。）
４　本通知書により通知した事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第20条の２第３項により、請負契約の変更についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議については、本件工事の請負契約の規定等（スライド条項の運用基準等を含む。）に基づき対応を行うものであることに留意すること。
５　本通知書を提出していない場合であっても、本件工事の請負契約の規定に基づき、請負契約の変更について発注者に対して受注者から協議を申し出ることができる。
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